
 

   研究・学術情報本部規則 

（平成２５年島大規則第２５号） 

（平成２５年３月１４日制定） 

〔令和３年３月２９日最終改正〕 

（趣旨） 

第１条 この規則は，管理学則（平成１６年島大学則第１号）第１６条の規定に基づき，

島根大学研究・学術情報本部（以下「本部」という。）の組織及び運営に関し，必要

な事項を定めるものとする。 

（目的） 

第２条 本部は，島根大学（以下「本学」という。）の全学的・学際的な研究及び学術

情報に関する企画・立案・実施・検証等を行い，もって本学の研究の推進に寄与する

こと並びに学術情報を通じた教育研究活動の支援及び地域社会に向けた情報発信す

ることを目的とする。 

２ 前項の目的を達成するため，本部は，各学部・研究科等の学内組織と相互に連携を

図るものとする。 

 （業務） 

第３条 本部は，次の各号に掲げる業務を行う。 

一 次条の各センター等の統括に関すること。 

二 全学的・学際的な研究の戦略的推進に関すること。 

三 汽水域を中心とする河口沿岸域及びそれに影響を与える河川流域についての調

査及び研究に関すること。 

四 研究支援に関すること。 

五 学内外で共同利用する情報処理システム及び情報ネットワークシステムの開

発・運用に関すること。 

六 地域住民の健康維持に係る調査・研究及び教育に関すること。 

七 標本資料類の収集，整理，保管，調査研究及び活用に関すること。 

八 地球環境災害の防止と軽減に関する調査・研究及び教育に関すること。 

九 その他本部の目的を達成するために必要な業務 

 （センター等） 

第４条 本部に，次のセンターを置く。 

 一 戦略的研究推進センター 

 二 エスチュアリー研究センター 

 三 総合科学研究支援センター 

四 総合情報処理センター 

五 地域包括ケア教育研究センター 

六 総合博物館 

七 自然災害軽減教育研究センター 

八 数理・データサイエンス教育研究センター 



 

２ 各センター等に関し必要な事項は，別に定める。 

（組織） 

第５条 本部に，次の各号に掲げる職員を置く。 

 一 本部長 

 二 専任教員 

 三 その他必要な職員 

（本部長） 

第６条 本部長は，学長が指名する理事をもって充てる。 

２ 本部長は，本部の業務を総括する。 

 （専任教員） 

第７条 専任教員は，第４条第１項各号のセンター等のいずれかを担当させる。 

第８条 削除 

（事務） 

第９条 本部の事務は，関係各課の協力を得て企画部研究協力課において処理する。 

 （雑則） 

第１０条 この規則に定めるもののほか，本部に関し必要な事項は，別に定める。 

      附  則 

 この規則は，平成２５年４月１日から施行する。 

      附  則（平成２７年３月２５日一部改正） 

 この規則は，平成２７年４月１日から施行する。 

附  則（平成２８年３月１５日一部改正） 

１ この規則は，平成２８年４月１日から施行する。ただし，この規則による改正後の

島根大学研究・学術情報機構規則（平成２５年島大規則第２５号）第７条第２項の

規定は平成２７年１０月１日から適用する。 

２ 島根大学学術情報機構規則（平成２５年島大規則第３４号）は廃止する。 

附 則（平成２９年３月２１日一部改正） 

 この規則は，平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月２０日一部改正） 

 この規則は，平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年５月１４日一部改正） 

 この規則は，平成３０年６月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月２４日一部改正） 

 この規則は，令和２年４月１日から施行する。 

   附 則（令和２年１２月２８日一部改正） 

 この規則は，令和３年１月１日から施行する。 

   附 則（令和３年３月２９日一部改正） 

１ この規則は，令和３年４月１日から施行する。 

２ 研究・学術情報機構管理委員会規程（平成２５年島大規則第２６号）は廃止する。 


